
（1） 新年度始まりのご挨拶　

新組長の皆様をお迎えして、令和6年度がスタートします。　自治会の役員体制は、昨年の総会で

承認を受けた役員が継続し、2年任期の最終年度を務めますが、一部変更がありますので、5月の総会で

承認を受ける予定です。引き続き、皆様と一緒に地域の安全・安心を更に高めてまいりますので、

会員皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

（2） 各組の自治会員名簿提出の確認

 （4/1に提出できなかった組長は風間　090-4062-3410 へ連絡を）

（3） 前組長さんからの引き継ぎ用品　（ﾍﾙﾒｯﾄ　安全ベスト、回覧版、回覧物ケース）を確認ください。

（4） 広報（1日号及び15日号の月２回発行）、回覧等の配布について

① 1日号：毎月1日の月例会で組長さんに配布（組別に束ねて）します。

② 15日号：１日分と同じく組別に束ねたものを、地域担当役員が班長さん宅へお届けします。

班長さんから組長さんへ配布を、お願い致します。

…新班長さんは地域担当役員と広報の届け方を調整願います。

（5） 自治会費・募金の集金について(5月1日定例会で納金をお願いします。組長宛の領収証を発行します）

・ 自治会費と募金の集金は基本的には4月に一括で行います。

・ 自治会費：250円/月Ｘ12=年3,000円で計算(納金後は返金できないルールになっております）

・

なお、募金については各々の実施時期での集金/納金も可能です。

・ 自治会費・募金納金の受付は夜6時から自治会館1階で行います。

（6） 松枝自治会ホームページで自治会活動報告が見られます

・ スマートフォンやパソコンのプラウザの検索欄に”松枝自治会ホームページ”と入力して検索すると

松枝自治会ホームページ（https://matsuejc.web.fc2.com）が表示されます。

このページから月例会回覧資料や自治会行事報告などを見ることが出来ますので、班組活動に

ご利用ください。

（7） ごみ、資源回収集積場の問題について

・ 集積所新設、用具の交換、不法投棄等については自治会長へ連絡ください。

（8） 定例会は毎月1日夜 6時から松枝自治会館にて開催します。　但し1月は定例会はありません

・ 新型コロナ感染拡大防止のため、当面は会議は行わず各種書面の受け渡しと伝達事項となります。

（9） 令和６年度　松枝自治会総会のご案内

例年、5月1日の定例会時に総会を開催しています。ここ数年はコロナ禍への配慮から会議は開催せず、

書類審議としました。今年度は厚木北児童館をお借りして対面での総会を開催する予定です。

詳細は総会資料と共に今月中にお配りしますので、ご対応をよろしくお願い致します。

（10） 組内でご不幸があった場合は、自治会長へ連絡お願い致します

組内への連絡及び、お通夜、告別式日程等の連絡をお願い致します。

（11） 安全・安心上の問題、課題などが発生した場合は、自治会長まで連絡をお願い致します

（12） 令和６年度　班長・組長名簿の配布 ※名簿は外部に漏れないよう　大事に保管ください。

　　 今月は、班ごとの組長名簿をお渡しします。記載事項のご確認をお願い致します。

班内での連絡、班長さんから毎月15日の広報、回覧の組長さんへの配布にご使用ください。

班長さんは毎月15日の広報・回覧の組長さんへの配布要領(場所等）を各組長とご確認ください。

行事のご案内
（１3） 厚木北地区春季健康まつりソフトボール大会

・ 5/19(日),三川合流 市営厚木野球場にて開催予定。組合せは4月下旬決定。

・ 松枝自治会からも松枝ソフトが出場予定です。　詳細は5月回覧で。応援・声援をお願いします。

令和６年４月松枝自治会 定例会報　　2024年4月1日

募金(1戸当目標額）：①赤十字会費(500円)  ②社会福祉協議会(500円)  ③赤い羽根(300円)

問合せは風間まで　090-4062-3410

受付開始直後は、大変混み

あいます。時間の余裕を


